
平成２６年度補正予算額
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平成25年4月
小型家電
リサイクル法施行

中間処理施設 金属製錬

金属回収中間処理

回収排出

回収ボックス or 資源ゴミの
新区分 or  ピックアップ

自治体
回収

循環
利用

製造業者（メーカー）の責務

製造・販売

小売業者の責務

静脈物流

引渡

集積所
国 民

引渡

消費者の責務

国の責務

認定事業者

認定申請

認定、指導・助言等

市町村の責務 国

・多くの市町村と事業者の参加の下で、小型家電リサイクル制度を推進し、廃棄物の減量化・有用金属等の再資源化を
行うことで、循環型社会形成の推進と資源の安定供給を確保する。

○課題解決のための実証事業
の実施（小型家電回収未実施
の市町村対象）
・都道府県主導による自治体

連携検討
・ピックアップ回収の導入促進 等

○市町村の回収状況診断とトップ
ランナー支援
・リサイクル状況「見える化」検討
・啓発・教育活動支援
・協議会立ち上げ支援 等

○国民・市町村等への周知・
普及啓発

○処理状況実態調査

・再資源化状況

・密閉型蓄電池等処理状況

・排出後フロー 等

○再資源化事業評価検討

○事業系小型家電の回収

促進検討

○次期回収目標検討

平成26年度

平成27年度実施内容 目標：平成27年度までに年間14万ｔの再資源化

平成25年度

平成26年度補正
で一部前倒し

レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進事業

国

民間事業者等

実証事業
実施スキーム

請負

市町村
等

市町村
等

市町村
等

連携


